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事実の概要

　本件は、福島第一原子力発電所事故（以下「本
件事故」という）により放出された放射性物質に
よって旧居住地が汚染されたとして、Ｘら（事故
当時の周辺住民等）が、Ｙ（国）に対し、国家賠償
法 1条 1 項に基づく損害賠償を求めた事案であ
る（②事件では旧居住地の空間放射線量を事故前の
値に戻すよう求める原状回復請求もなされているが、
本評釈では省略する）。なお、両事件とも、Ｘらは、
東京電力に対して民法 709 条ないし原子力損害
賠償法 3条 1 項に基づく損害賠償請求をしてい
るが、これらについては、各控訴審において請求
を一部認容する判決がなされ、確定している。
　①事件第一審判決（千葉地判平 29・9・22LEX/
DB25449077）は、地震調査研究推進本部が平成
14 年に公表した「三陸沖から房総沖にかけての
地震活動の長期評価について」（以下「本件長期評
価」という）を根拠に、経済産業大臣は、福島第
一原発の敷地高を超える津波の発生を予見するこ
とが可能であったとする一方で、それから直ちに
原告らの主張する水密化等の結果回避措置を講ず
るべき義務が導き出されるとはいえず、仮に、か
かる結果回避措置を講じたとしても本件事故を回
避できなかった可能性もあるとして、経済産業大
臣の規制権限の不行使は国賠法 1条 1 項の適用
上違法とはいえないと判示し、原告らの請求を棄
却した。これに対し、①事件控訴審判決（東京高
判令 3・2・19LEX/DB25591877）、②事件第一審判
決（福島地判平 29・10・10 判時 2356 号 3 頁）及び
②事件控訴審判決（仙台高判令 2・9・30 判時 2484
号 185 頁）は、いずれも、経済産業大臣による規

制権限の不行使は、許容される限度を逸脱して著
しく合理性を欠くものであり、本件事故により被
害を受けた原告らとの関係において国家賠償法 1
条 1 項の適用上違法となると判示し、同項に基
づくＹの損害賠償責任を肯定した。
　そこでＹが両事件について上告受理申立てをし
たところ、最高裁第二小法廷は、いずれも上告を
受理した上で、原判決を破棄し、ＸらのＹに対す
る損害賠償請求を棄却する旨の自判をした（Ｘら
の一部については訴えが却下されているが、省略す
る）。なお、両判決とも、菅野博之裁判官及び草
野耕一裁判官の各補足意見並びに三浦守裁判官の
反対意見が付されている。

判決の要旨

　（便宜上、①事件の判旨を紹介するが、該当部分に
ついては②事件の判旨も概ね同一である。）
　１　「国又は公共団体の公務員による規制権限
の不行使は、その権限を定めた法令の趣旨、目的
や、その権限の性質等に照らし、具体的事情の下
において、その不行使が許容される限度を逸脱
して著しく合理性を欠くと認められるときは、そ
の不行使により被害を受けた者との関係におい
て、国家賠償法 1条 1 項の適用上違法となるも
のと解するのが相当である〔最判平 16・4・27 民
集 58 巻 4 号 1032 頁、最判令 3・5・17 民集 75 巻 5
号 1359 頁等参照〕。そして、国又は公共団体が、
上記公務員が規制権限を行使しなかったことを理
由として同項に基づく損害賠償責任を負うという
ためには、上記公務員が規制権限を行使していれ
ば上記の者が被害を受けることはなかったであろ
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うという関係が認められなければならない。」
　２　「本件事故以前の我が国における原子炉施
設の津波対策は、……防潮堤等を設置することに
より……敷地への海水の浸入を防止することを基
本とするものであった。したがって、経済産業大
臣が、本件長期評価を前提に、電気事業法 40 条
に基づく規制権限を行使して、津波による本件発
電所の事故を防ぐための適切な措置を講ずること
を東京電力に義務付けていた場合には、本件長期
評価に基づいて想定される最大の津波が本件発電
所に到来しても本件敷地への海水の浸入を防ぐこ
とができるように設計された防潮堤等を設置する
という措置が講じられた蓋然性が高い」。「他方、
本件事故以前において、……防潮堤等を設置する
という措置を講ずるだけでは対策として不十分で
あるとの考え方が有力であったことはうかがわれ
ず、その他、本件事故以前の知見の下において、
上記措置が原子炉施設の津波対策として不十分な
ものであったと解すべき事情はうかがわれない。
したがって、本件事故以前に経済産業大臣が上記
の規制権限を行使していた場合に、本件試算津波
〔評釈者注：本件長期評価に基づいて試算された津波〕
と同じ規模の津波による本件敷地の浸水を防ぐこ
とができるように設計された防潮堤等を設置する
という措置に加えて他の対策が講じられた蓋然性
があるとか、そのような対策が講じられなければ
ならなかったということはできない。」
　３　「本件長期評価が今後発生する可能性があ
るとした地震の規模は、津波マグニチュード 8.2
前後であったのに対し、本件地震の規模は、津波
マグニチュード 9.1 であり、本件地震は、本件長
期評価に基づいて想定される地震よりもはるかに
規模が大きいものであった。また、本件試算津波
による主要建屋付近の浸水深は、約 2.6 ｍ又はそ
れ以下とされたのに対し、本件津波による主要建
屋付近の浸水深は、最大で約 5.5 ｍに及んでいる。
そして、本件試算津波の高さは、本件敷地の南東
側前面において本件敷地の高さを超えていたもの
の、東側前面においては本件敷地の高さを超える
ことはなく、本件試算津波と同じ規模の津波が本
件発電所に到来しても、本件敷地の東側から海水
が本件敷地に浸入することは想定されていなかっ
たが、現実には、本件津波の到来に伴い、本件敷
地の南東側のみならず東側からも大量の海水が本
件敷地に浸入している。……これらの事情に照ら

すと、本件試算津波と同じ規模の津波による本件
敷地の浸水を防ぐことができるものとして設計さ
れる防潮堤等は、本件敷地の南東側からの海水の
浸入を防ぐことに主眼を置いたものとなる可能性
が高く、一定の裕度を有するように設計されるで
あろうことを考慮しても、本件津波の到来に伴っ
て大量の海水が本件敷地に浸入することを防ぐこ
とができるものにはならなかった可能性が高い」。
　４　「以上によれば、仮に、経済産業大臣が、
本件長期評価を前提に、電気事業法 40 条に基づ
く規制権限を行使して、津波による本件発電所の
事故を防ぐための適切な措置を講ずることを東京
電力に義務付け、東京電力がその義務を履行して
いたとしても、本件津波の到来に伴って大量の海
水が本件敷地に浸入することは避けられなかった
可能性が高く、その大量の海水が主要建屋の中に
浸入し、本件非常用電源設備が浸水によりその機
能を失うなどして本件各原子炉施設が電源喪失の
事態に陥り、本件事故と同様の事故が発生するに
至っていた可能性が相当にあるといわざるを得な
い。……そうすると、本件の事実関係の下におい
ては、経済産業大臣が上記の規制権限を行使して
いれば本件事故又はこれと同様の事故が発生しな
かったであろうという関係を認めることはできな
い」。

判例の解説

　一　本判決の意義
　本判決（①②判決を合わせて「本判決」という。
以下同じ）は、福島第一原発事故に関し、経済産
業大臣が電気事業法 40 条に基づく規制権限を行
使しなかったことにつき、国が国家賠償法 1条 1
項に基づく損害賠償責任を負うか否かについて、
最高裁として初めて判断した事案である。
　本件事故については、①事件第一審判決や東京
高判令 3・1・21 訟月 67 巻 10 号 1379 頁（福島
第一原発群馬訴訟控訴審判決）のように国家賠償責
任を否定した裁判例も存在するが、①事件控訴審
判決や②事件第一審判決・同控訴審判決を含む多
くの下級審裁判例は、国家賠償法 1条 1 項に基
づく損害賠償責任を肯定していた。そのような中、
本判決は、仮に経済産業大臣が規制権限を行使し
たとしても事故を防ぐことができなかった可能性
が相当にあるとして、Ｙの国家賠償責任を否定し
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ており、福島第一原発事故に係る一連の国家賠償
請求訴訟に与える影響は大きいと考えられる。

　二　規制権限不行使の違法性と因果関係
　本判決は、経済産業大臣が東京電力に対し規制
権限を行使しなかったことが違法であるか否かに
ついて明言しておらず、規制権限不行使の違法性
を否定したのか、それとも権限不行使と被害発生
との間の因果関係を否定したのか、判決文からは
明らかではない。そこで、まず、規制権限不行使
の違法と因果関係の関係について確認する。
　規制権限の不行使の違法性（国家賠償法 1条 1
項の適用上の違法をいう。以下同じ）につき、判例は、
「その権限を定めた法令の趣旨、目的や、その権
限の性質等に照らし、具体的事情の下において、
その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合
理性を欠くと認められるときは、その不行使によ
り被害を受けた者との関係において、国家賠償法
1条 1項の適用上違法となる」との判断枠組みを
示しており、本判決も同様である１）。そして、こ
の違法性判断にあたっての考慮要素については、
学説により若干の相違はあるものの２）、予見可能
性と結果回避可能性の存在は、規制権限の不行使
を違法とする不可欠の要件と考えられている３）。
　ところで、国家賠償法 1条 1 項に基づく損害
賠償責任が成立するには、民法 709 条に基づく
不法行為責任と同様、加害行為と損害との間に因
果関係がなければならず、権限行使の不行使に係
る国家賠償責任についても同様である４）。そして、
民事法上の判例法理によると、因果関係が認めら
れるには「特定の事実が特定の結果発生を招来し
た関係を是認しうる高度の蓋然性」５）が必要とさ
れている。そうすると、規制権限の不行使が違法
となるための要件である結果回避可能性と、損害
賠償責任の成立要件である因果関係とは、当該不
行使がなければ結果が発生しなかったであろうこ
とを前提とする点では共通するものの、完全に一
致するものではない６）。すなわち、因果関係につ
いては、規制権限の不行使が結果発生を招来した
高度の蓋然性が求められるのに対し７）、規制権限
不行使の違法性判断にあたっては、結果回避可能
性を含めた諸事情が総合的に勘案されることか
ら８）、必ずしも高度の蓋然性は必要とされず、相
当程度の蓋然性が認められれば当該不行使が違法
であると判断される余地がある９）。

　三　結果回避可能性と因果関係
　前述のように、本判決は、規制権限不行使の違
法性について従来の最高裁判決と同様の判断枠組
みを示しつつ（判旨１）、本件において経済産業
大臣が規制権限を行使しなかったことが違法であ
るか否かの判断を明示することなく、仮に規制権
限を行使したとしても本件事故を防ぐことができ
なかった可能性が相当にあることを理由にＹの損
害賠償責任を否定しており（判旨４）、かかる判
示が結果回避可能性を否定したのか、それとも因
果関係を否定したのか、判決文からは明らかでは
ない（草野耕一裁判官の補足意見は、このことを指
摘した上で「私はこれを因果関係の問題と考えてい
る」と述べており、多数意見を構成した 3人の裁判
官の中でも見解が分かれたことがうかがわれる）。
　検討するに、民事上の不法行為に関する裁判例
においても、事案の性質によって、もっぱら行為
者としてなすべき行為は何かという観点から行為
義務を画定する場合と、発生した結果から遡及的
に推論して行為時における行為義務の存否を判断
する場合があることが指摘されている 10）。この
ような判断方法によると、特定の行為を行っても
結果が発生した可能性が相当にあると認められる
事案においては、前者の方法による場合は因果関
係が、後者の方法による場合は当該行為をなすべ
き義務が否定されることとなる。そうすると、経
済産業大臣の規制権限の不行使と結果発生との関
係についての本判決の判断（判旨２、３）を前提
とする限り、本事案においては、結果回避可能性
と因果関係のいずれを否定するかは、国家賠償法
1条 1項に基づく損害賠償責任の成否に係る説明
の仕方の問題にすぎない。多数意見は、本事案に
おける結果回避可能性と因果関係の交錯に関する
煩瑣な議論を避けるため、規制権限の不行使が違
法であるか否かについて判断することなく、Ｙの
国家賠償責任を否定したものと考えられる。

　四　本判決の射程と残された課題
　本判決は、本件事故当時において、津波対策と
して防潮堤等の設置に加えて水密化等の措置を講
ずべきとする多重防護（深層防護）の考え方は一
般的ではなかったことを理由に、経済産業大臣が
電気事業法 40 条に基づく規制権限を行使したと
しても、東京電力において水密化等の措置を講じ
た蓋然性はなく、また、そのような措置を講じな
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ければならなかったということもできないことか
ら（判旨２）、本件津波による浸水を防ぐことが
できなかった可能性が高いとして（判旨３）、Ｙ
の国家賠償責任を否定している。しかしながら、
かかる判断は、想定される経済産業大臣の規制権
限行使の内容が東京電力に対し「適切な措置」を
講ずることを命ずるものであることを前提として
おり、それを超えて、仮に、経済産業大臣が、東
京電力に対し、個別具体的に水密化等の措置を命
じたとしても、本件事故が発生した可能性が相当
程度にあると判断したものではない。
　この点につき、東京電力の株主が本件事故当時
の取締役らに対する損害賠償を求めて出訴した株
主代表訴訟において、東京地判令 4・7・13（判
例集未登載）は、(1) 防潮堤等の建設には工事のた
めに相当の長期間を要することに加え、(2) 東京
電力内部において、検討の結果、相当の長期間、
防潮堤の工事に着手しないことが決定された、と
いう事実関係を踏まえ、取締役としては、遅くと
も 2009 年頃までには、防潮堤建設前に敷地高を
超える津波が襲来しても過酷事故が生じないため
の対策を速やかに行うよう指示すべきであったと
した上で、かかる指示をしなかった任務懈怠と本
件事故発生との間の因果関係（高度の蓋然性）を
肯定し、被告らに対し、13 兆 3210 億円の損害賠
償を命じている。
　同判決は、多重防護の考え方とは別に、本件事
故に至る具体的事実関係に基づいて、当時の取締
役らに防潮堤の設置とは別の方法による対策を
行うよう指示すべき義務があったと判断してお
り、本件事故前において多層防護の考え方が有力
であったとはいえないことを理由に防潮堤の設置
以外の措置（水密化等の措置）が講じられた蓋然
性等を否定した本判決の判断とは、その前提が異
なっている。そうすると、上記の東京地判の認定
判断を前提とした場合、仮に経済産業大臣におい
て 2009 年までに上記の具体的事実関係を認識し
ていたとすれば、東京電力に対して防潮堤の設置
とは別の方法による津波対策を命じる技術基準適
合命令（電気事業法 40 条・39 条）を発すべきであっ
たと判断される余地があり、かつ、その場合には、
当該命令を発しなかったことが本件事故発生を招
来した高度の蓋然性が認められる可能性は否定で
きないように思われる。

●――注
１）本判決が明示的に引用する最高裁判例として、最判平
16・4・27 民集 58 巻 4 号 1032 頁（筑豊じん肺訴訟上
告審判決）及び最判令 3・5・17 民集 75 巻 5号 1359 頁（建
設アスベスト訴訟上告審判決）。その他の最高裁判例と
して、最判平 16・10・15 民集 58 巻 7 号 1802 頁（水俣
病関西訴訟上告審判決）、最判平 26・10・9民集 68 巻 8
号 799 頁（大阪泉南アスベスト訴訟上告審判決）及び最
判平 26・10・9 判時 2241 号 13 頁（別訴大阪泉南アス
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